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 大津市では、「大津市県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」（以下「要綱」という。）を策定し、滋賀

県外で発生した産業廃棄物を大津市内で最終処分等を行なう場合、事前協議等が必要になりました。 

 これまで本市では、県外から市内へ搬入される産業廃棄物の把握については、産業廃棄物管理票や産業廃棄物

処分業者からの実績報告に頼っており、事後の把握となっておりました。このことから、県外産業廃棄物の搬入

を事前に把握することにより、産業廃棄物の適正処理の促進を図ることを目的として事前協議制度を導入いたし

ました。 
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市内市内市内市内最終処分場最終処分場最終処分場最終処分場    市内市内市内市内中間処理施設中間処理施設中間処理施設中間処理施設    

市外へ搬出 

県 内 

市内での中間処理中間処理中間処理中間処理施設施設施設施設を経由を経由を経由を経由

して県外への搬出して県外への搬出して県外への搬出して県外への搬出を他の者に

委託し、又は自ら行おうとする

とき 

協議書協議書協議書協議書    

 

 

 

受理印・副本返却受理印・副本返却受理印・副本返却受理印・副本返却    

通知書の交付通知書の交付通知書の交付通知書の交付    

届出書届出書届出書届出書    

 

 

 

受理印・副本返却受理印・副本返却受理印・副本返却受理印・副本返却    

通知書の交付・協議書、届出書の受

理後でなければ市内処分等を行っ

てはならない 

市内での最終処分最終処分最終処分最終処分を他

の者に委託し、又は自

ら行おうとするとき 

排出事業者は、６月３０日までに 

１年間の処分等実績報告書を提出 

○産業廃棄物の種類及び数量 

○受託者の氏名・住所 

○委託期間 

○産業廃棄物の運搬先及び処理

施設の名称、処分の方法 等 

○産業廃棄物の種類及び数量 

○受託者の氏名・住所 

○委託期間 

○産業廃棄物の運搬先及び処理

施設の名称、処分の方法 等 

１５日前まで１５日前まで１５日前まで１５日前まで    あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ    

排出事業者排出事業者排出事業者排出事業者    


